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行政のお知らせ

令和7年度 保育施設の入所受け付けを開始します

令和7年度 私立幼稚園の入園児の募集を開始します

▶ 入所時期　令和7年4月
▶ 対    象　保護者の就労などにより、保育の必要のある乳幼児
　　　　　　※利用に当たっては、市から保育の必要性の認定を受ける必要があります。
▶ 申請書類の配布開始日　9月24日㈫※就労証明書は、令和6年度に使用している様式でも可
▶ 配布場所　 市内認可保育施設または子ども未来課※9月24日㈫以降市ホームページからダウン

ロード可
▶ 受付日時　10月1日㈫～ 21日㈪午前9時～午後4時30分
　　　　　　【休日受付】10月20日㈰午前9時～ 11時30分
　　　　　　※ 10月22日㈫以降に申請書類を提出した方は、期限までに提出をした方の入所選考を行った後の選考

対象となりますので、あらかじめご了承ください。
▶ 受付場所　子ども未来課
▶ 市内認可保育施設一覧　

名　称 所在地 電話番号 名　称 所在地 電話番号
認可保育所（対象年齢：0歳児～ 5歳児） 認定こども園（保育部分の対象年齢：0歳児～ 5歳児）

　　　　　　（教育部分の対象年齢：満3歳児～ 5歳児）若葉保育園 行田11―10 556―2797
和光保育園 佐間3―20―3 556―2503 行田こども園※ 荒木4961 557―2943
白鳩保育園 駒形2―7―7 554―5221 やごうこども園※ 谷郷2―5―1 554―5752
ホザナ保育園 荒木1590―1 559―1543 地域型保育事業所（対象年齢：0歳児～ 2歳児）
太井保育園 棚田町1―58―10 556―5340 たけのこ保育室 門井町2―17―7 553―0378
小羊チャイルドセンター 若小玉3547―1 556―7753 長澤家庭保育室 駒形2―11―11 554―2539
太田保育園 藤間510―3 559―3644 あゆみ保育園 棚田町1―50―1 553―5277
埼玉保育園 埼玉4595―1 559―2433 こどものみらい保育園 行田9―25 598―7035
持田保育園 城西4―3―4 556―5456 きらめきの森保育園 渡柳563―3 559―1001
長野保育園 長野1―34―5 553―3177
南河原保育園 南河原851 557―3234

　※認定こども園の教育部分の入園については、各施設へ直接お問い合わせください。
▶ 市外の保育施設を希望する場合（希望する保育施設に1つでも市外の保育施設が含まれる場合）　
　 　本市から希望する保育施設のある市町村へ協議しますので、事前に子ども未来課へご相談いただき、当該市町村
の締め切り日の1週間までに申請書類を同課へ提出してください。なお、市町村ごとに受付期間が異なるため、詳細
は当該市町村へ直接お問い合わせください。
▶ 注意事項　
　•現在入所が保留になっている方や保育施設の転園を希望する方も新たに申請が必要です。
　• 入所申し込み前に、お子さんと一緒に希望する保育施設の見学を行ってください。なお、見学の前にはあらかじ

め保育施設に連絡してください。
▶ そ の 他　 年度途中の入所は、入所希望月の前月10日を申込締切日としていますが、令和7年3月入所の申込締切

日は、令和7年1月31日㈮となりますので、ご注意ください。
▶ 問い合わせ 同課子ども・子育て担当（内線257・263）

９月24日㈫から公開

　市内の私立幼稚園では、特色ある保育内容と子どもの年齢に合わせたカリキュラムを用意しています。また、長時
間保育や夏休み中の預かり保育なども実施しています。詳しくは、各幼稚園へ問い合わせください。

▶ 募集年齢　【2年保育】令和2年4月2日～令和3年4月1日生まれのお子さん
　　　　　　【3年保育】令和3年4月2日～令和4年4月1日生まれのお子さん
　　　　　　【4年保育】令和4年4月2日～令和5年4月1日生まれのお子さん
▶ 願書の配布　10月15日㈫から各幼稚園
▶ 受付開始　11月1日㈮※受付日や受付時間など、詳しくは各園に問い合わせてください。
▶ 願書の提出先　入園を希望する幼稚園

名　　称 所 在 地 電話番号 名　　称 所 在 地 電話番号
老本幼稚園 旭町16―38 553―2771 まつたけ幼稚園 門井町2―19―9 554―7348
行田幼稚園 富士見町2―27―5 554―5169 南河原幼稚園 南河原777―2 557―0234
富士見ヶ丘幼稚園 駒形1―9―7 556―7494 やなぎ幼稚園 渡柳563―3 559―1001
ホザナ幼稚園 本丸11―20 555―2301

▶ 問い合わせ 各幼稚園

令和7年度 学童保育室の入室受け付けを開始します
▶ 入室期間　令和7年4月1日～令和8年3月31日
▶ 対    象　保護者の就労などにより、昼間常時留守となる家庭の小学生
▶ 申請書類の 配布および受付期間　9月24日㈫～10月21日㈪※就労証明書は、令和6年度に使用している様式でも可
▶ 配布場所　学童保育室または子ども未来課※9月24日㈫以降市ホームページからダウンロード可
▶ 受付場所　入室を希望する学童保育室（受付時間は月～金曜日の午後2時～ 6時※祝日を除く）
▶ 注    意　•現在学童保育室を利用している場合も申請が必要です。
　　　　　　• 入室決定は申し込み順ではありません。お子さんの学年や保護者の勤務

状況などを審査し、入室の必要性が高い方から決定します。
▶ 保護者の就労における入室基準　

児童の学年 勤務終了時間 月の平均勤務日数
1年生 午後3時以降 12日以上

2～ 4年生 午後3時以降 15日以上
5～ 6年生 午後4時以降 15日以上

▶ 学童保育室一覧　
学区域 名　　称 場　　　所 電話番号 学区域 名　　称 場　　　所 電話番号

忍小

忍第一学童保育室
（中・高学年中心） 忍小学校校舎内 556―1139

北小

北第一学童保育室
（低学年中心） 北小学校体育館内 553―3040

忍第二学童保育室
（低学年中心） 忍小学校敷地内 556―0402 北第二学童保育室

（中・高学年中心） 北小学校校舎内 556―7219

南小

南第一学童保育室
（低学年中心） 南小学校校舎内 556―6666

桜ヶ丘小

さくら第一学童保育室
（低学年中心） 桜ヶ丘小学校敷地内

552―0556
南第二学童保育室
（中・高学年中心） 南小学校敷地内 552―0577 さくら第二学童保育室

（中・高学年中心） 桜ヶ丘小学校校舎内

西小

西第一学童保育室
（低学年中心） 西小学校南校舎内 556―1143

太田小 太田学童保育室 太田小学校校舎内 554―2448

泉小
泉太井学童保育室 泉小学校敷地内 554―5808

西第二学童保育室
（中・高学年中心） 西小学校北校舎内 579―5347

太井学童保育室 太井保育園敷地内 556―5340

埼玉小

埼玉第一学童保育室
（低学年中心） 埼玉小学校敷地内

559―2500
東小

東第一学童保育室
（中・高学年中心） 東小学校校舎内 554―3750

埼玉第二学童保育室
（中・高学年中心） 埼玉小学校校舎内

東第二学童保育室
（低学年中心） 東小学校敷地内 556―5231

南河原小 南河原学童保育室 南河原小学校校舎内 557―3331
下忍小 下忍学童保育室 下忍小学校敷地内 556―8840
見沼小 見沼学童保育室 見沼小学校校舎内 557―5430▶ 問い合わせ 同課子ども・子育て担当（内線262）

　交通事故や傷害事件など第三者（加害者）の行為が原因で負傷したり、病気になったりすることは、第三者の行為に
よる傷病とされています。このような場合も、国民健康保険、後期高齢者医療制度の保険証を使用して治療を受ける
ことができます。また、被害者に過失がない限り、原則として加害者が医療費を負担することになります。
　このため、保険証を使用して治療を受ける場合は、必ず健康課へ届け出をしてください。届け出がない場合、市か
ら加害者へ治療費を請求できず、保険制度から医療費が支払われたままになってしまいます。ただし、自己の故意の
犯罪行為（飲酒運転による事故など）によるものなどは、国民健康保険、後期高齢者医療制度から医療費を給付できな
い場合があります。
▶ 届け出に必要なもの　
　　　　　　•国民健康保険被保険者証または後期高齢者医療被保険者証
　　　　　　•印鑑
　　　　　　•交通事故証明書
▶ 問い合わせ 同課（内線273・227）

国民健康保険・後期高齢者医療制度からのお願い
交通事故にあったら届け出を

９月24日㈫から公開


